
高砂市優良工事業者公表要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、市が発注する建設工事（以下「工事」という。）について、建設業

者の技術及び施工意欲の向上を図り、並びに公共工事の適正な施工及び品質の向上に

資するため、工事成績が優良な工事受注者（以下「優良工事業者」という。）を公表

することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 公表の対象となる工事は、市が発注した工事のうち、市内に本店を有する工事

受注者が施工し、かつ、公表年度の前年度に完了した工事で、建築工事にあっては契約

金額が１件１，０００万円以上、土木・その他の工事にあっては契約金額が１件３００

万円以上のものとする。 

（公表） 

第３条 公表は、前条に規定する工事で、高砂市工事成績評定要領（昭和５５年高砂市

訓令第１９号）に基づく工事成績評定表の評定点合計（以下「評定点合計」という。）

が８０点以上のものを行った工事受注者について行う。 

（欠格事項） 

第４条 前条の規定にかかわらず、公表年度の前年度から公表日の前日までに次の各号

のいずれかに該当する者は、優良工事業者の公表を行わない。 

（１） 高砂市指名停止基準（平成６年高砂市訓令第１３号）に基づく指名停止を受け

た者 

（２） 公表の対象としてふさわしくない行為等があったと市長が認めた者 

（公表の方法） 

第５条 公表は、市のホームページに掲載して行うものとする。 

２ 公表する内容は、工事受注者名、工事名、請負代金額及び評定点合計とする。 

３ 公表の期間は、公表した日から１年間とする。 

（公表の取消し） 

第６条 既に優良工事業者として公表されている者が第４条各号のいずれかに該当し

たときは、直ちに公表を取り消すものとする。 

（庶務） 

第７条 この要領による公表に関する庶務は、工事検査室において処理する。 

（委任） 

第８条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

１ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この要領の規程は、この要領の施行の日以後に行う高砂市工事検査規程（昭和５５



年高砂市訓令第１７号）第４条第５項に規定する完成検査について適用する。 

   附 則 

この要領は、令和３年６月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 


